
平
成
九
年
総
理
府
令
第
一
号

情
報
本
部
組
織
規
則

防
衛
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報

本
部
組
織
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
本
部
長
）

第
一
条
　
情
報
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）

は
、
陸
将
、
海
将
又
は
空
将
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
　
本
部
長
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
情
報

本
部
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
副
本
部
長
）

第
二
条
　
情
報
本
部
に
、
副
本
部
長
一
人
（
関
係
の
あ
る

他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す

る
。
）
を
置
く
。

２
　
副
本
部
長
は
、
事
務
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
　
副
本
部
長
は
、
本
部
長
を
助
け
、
情
報
本
部
の
事
務

を
整
理
す
る
。

４
　
副
本
部
長
は
、
本
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は

本
部
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
部
の
設
置
）

第
三
条
　
情
報
本
部
に
、
次
の
六
部
を
置
く
。

総
務
部

計
画
部

分
析
部

統
合
情
報
部

画
像
・
地
理
部

電
波
部

（
情
報
官
）

第
四
条
　
情
報
本
部
に
、
情
報
官
四
人
を
置
く
。

２
　
情
報
官
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
情
報
本
部
の
所

掌
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
係
る
も
の
を
総
括
整
理
す

る
。

（
情
報
保
全
官
）

第
四
条
の
二
　
情
報
本
部
に
、
情
報
保
全
官
一
人
を
置

く
。

２
　
情
報
保
全
官
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
防
衛
省
に

お
け
る
情
報
保
全
の
確
保
を
図
る
見
地
か
ら
情
報
本
部

の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
も
の
を
総
括

整
理
す
る
。

（
情
報
評
価
官
）

第
四
条
の
三
　
情
報
本
部
に
、
情
報
評
価
官
一
人
を
置

く
。

２
　
情
報
評
価
官
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
情
報
本
部

が
実
施
す
る
情
報
の
収
集
整
理
に
つ
い
て
、
そ
の
効
果

的
な
実
施
を
図
る
観
点
か
ら
行
う
評
価
に
関
す
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

（
総
務
部
）

第
五
条
　
総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
本
部
長
の
官
印
及
び
情
報
本
部
印
の
保
管
に
関
す

る
こ
と
。

三
　
公
文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す

る
こ
と
。

四
　
文
書
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
人
事
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
職
員
の
教
育
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す

る
こ
と
。

九
　
物
品
の
取
得
並
び
に
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理

に
関
す
る
こ
と
。

十
　
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
情
報
本
部
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
本
部
の

所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る

こ
と
。

（
計
画
部
）

第
六
条
　
計
画
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

一
　
情
報
本
部
の
所
掌
に
係
る
情
報
の
収
集
整
理
に
関

す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
情
報
本
部
の
所
掌
に
係
る
情
報
の
収
集
整
理
に
関

す
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
情
報
本
部
の
所
掌
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
の
関
係

部
局
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
統
合
情
報
部

及
び
画
像
・
地
理
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

四
　
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
行
政
財
産
の
取
得
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
業
務
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
情
報
本
部
の
所
掌
に
係
る
情
報
の
管
理
に
関
す
る

企
画
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
渉
外
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
秘
密
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
装
備
品
の
研
究
改
善
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
装
備
品
の
技
術

研
究
及
び
技
術
開
発
の
要
求
並
び
に
研
究
改
善
（
電

波
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

（
分
析
部
）

第
七
条
　
分
析
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

一
　
情
報
本
部
の
所
掌
に
係
る
情
報
の
総
合
的
な
分
析

に
関
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
本
部
の
所
掌

に
係
る
情
報
の
収
集
整
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
研
究
改
善
に
関

す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。

（
統
合
情
報
部
）

第
八
条
　
統
合
情
報
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

一
　
外
国
の
軍
隊
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
（
次
号

に
お
い
て
「
外
国
軍
隊
等
」
と
い
う
。
）
の
組
織
、

編
成
、
装
備
そ
の
他
の
戦
力
組
成
の
見
積
り
に
関
す

る
こ
と
。

二
　
緊
急
に
処
理
す
る
こ
と
を
要
す
る
情
報
（
次
号
に

お
い
て
「
緊
急
情
報
」
と
い
う
。
）
及
び
外
国
軍
隊

等
の
動
態
に
関
す
る
情
報
（
次
号
に
お
い
て
「
動
態

情
報
」
と
い
う
。
）
の
集
約
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
緊
急
情
報
及
び
動

態
情
報
の
収
集
整
理
に
関
す
る
こ
と
（
画
像
・
地
理

部
及
び
電
波
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
衛
省
設
置
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
第
七
号
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
務

又
は
法
第
二
十
三
条
第
二
号
及
び
第
七
号
（
同
条
第

二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲

げ
る
事
務
に
必
要
な
情
報
の
集
約
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
二
条

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
（
同
条
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
務
又
は
法
第
二
十
三
条
第
二

号
及
び
第
七
号
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
務
に
必
要
な
見
積

り
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
必
要
な
関
係
部
局

と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
研
究
改
善
に
関

す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。

（
画
像
・
地
理
部
）

第
九
条
　
画
像
・
地
理
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

一
　
画
像
情
報
及
び
地
理
情
報
の
収
集
整
理
に
関
す
る

こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
必
要
な
関
係
部
局
と

し
て
防
衛
大
臣
の
定
め
る
関
係
部
局
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
研
究
改
善
に
関

す
る
こ
と
。

（
電
波
部
）

第
十
条
　
電
波
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

一
　
電
波
情
報
の
収
集
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
研
究
改
善
に
関
す

る
こ
と
。

三
　
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
装
備
品
の
研
究
改

善
に
関
す
る
こ
と
。

（
部
長
）

第
十
一
条
　
部
に
部
長
を
置
く
。

２
　
部
長
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
部
務
を
掌
理
す

る
。

（
雑
則
）

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
本

部
の
内
部
組
織
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が

定
め
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
平
成
九
年
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
五
日
総
理
府
令
第

八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
一
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
一
日
内
閣
府
令

第
一
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
内
閣
府
令

第
二
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
三
日
内
閣
府
令

第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
内
閣
府
令
第

二
号
）

こ
の
府
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
二
〇
日
防
衛
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
防
衛
省
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
号
）

の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
五
日
防
衛
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
二
九
日
防
衛
省
令

第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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